
行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

20191203 KTライン株式会社
法人番号（５２４０００１０
５１３８５）
代表者立川克司

広島県山県郡北広島町壬
生５８－１

本店営業所 広島県山県郡北広島町本
地字西浦２２６１－１－B－
２０１

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業法
第１７条第１項及び第４
項

情報提供を端緒として平成３１年３月７日及び
同年４月１７日に監査を実施。６件の違反が認
められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下安全規
則）第３条第４項）（２）疾病、疲労等のおそれの
ある乗務禁止違反（安全規則第３条第６項）
（３）点呼記録義務違反（安全規則第７条第５
項）（４）点呼の記録事項義務違反（安全規則第
７条第５項）（５）乗務等の記録事項義務違反
（安全規則第８条第１項）（６）運転者台帳の記
載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）

3 3

20191203 北広島運輸株式会社
法人番号（４２４０００１０
４８３０９）
代表者立川克司

広島県広島市西区己斐本
町１丁目１５－１０－７０６号

北広島営業所 広島県山県郡北広島町壬
生５８－１

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業法
第１７条第１項及び第４
項

情報提供を端緒として平成３１年３月７日及び
同年４月１７日に監査を実施。５件の違反が認
められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下安全規
則）第３条第４項）（２）疾病、疲労等のおそれの
ある乗務禁止違反（安全規則第３条第６項）
（３）点呼記録義務違反（安全規則第７条第５
項）（４）乗務等の記録事項義務違反（安全規則
第８条第１項）（５）運転者台帳の記載事項義務
違反（安全規則第９条の５第１項）

6 6

【中国運輸局】 （別添様式）


